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わたしたちの

NEWSまちのNEWSまちの

被保険者証について

保険料について

被保険者証が変わります

　新しい被保険者証（若草色）を、7月下旬に、ご自宅に簡易書留にて郵送し
ます。
　8月1日以降は、新しい被保険者証（若草色）を病院や薬局の窓口に提示し
てください。ピンク色の被保険者証は、ご使用になれませんので確実に破棄
してください。

　後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を計算します。
　原則、７月中旬ごろに保険料額および納付方法の通知を役場住民課から送付します。

保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その方の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額に
なります。
平成26・27年度の保険料の計算方法は下記のとおりです。

国の制度改正にともない、平成26・27年度保険料率の改定にあたって、
以下の見直しを行っています。
•低所得者への保険料軽減（均等割2割・5割軽減）の対象拡充
•賦課限度額の引上げ（年55万円 → 年57万円）

●保険料の計算方法

【均等割の軽減】
所得が低い世帯に属する方は、
右記の基準により均等割額が
軽減されます。

【所得割の軽減】
基準所得金額（所得割の計算の
基礎となる総所得金額等－33
万円）が58万円以下の場合、
所得割が5割軽減されます。

●保険料の軽減

※総所得金額等とは
•各収入から必要経費（公的年金控除額
　や給与控除額等）を差し引いた所得の
　合計額で、申告分離課税の所得金額や
　山林所得金額を含みますが退職所得は
　含みません。
•遺族年金や障がい年金は収入に含みま
　せん。
•各種所得控除（社会保険料控除・配偶
　者控除・扶養控除・医療費控除等）は適
　用されません。

後期高齢者医療制度のお知らせ

限度額適用・標準負担額減額認定証
　住民税非課税世帯の方は、通院の際に『限度額適用・標準負担額減額認定証』を病院の窓口へ提示すると、窓口での支払
いが自己負担限度額までになります。また、入院の際には食事代が減額されます。
　この減額認定証の交付を受ける場合は、役場住民課へ申請してください。

均 等 割 額
43,050円

年間保険料額
（賦課限度額57万円）

所 得 割 額

×8.30％
（総所得金額等　－33万円）※

34,440円

21,525円

6,457円

4,305円

軽減割合 軽減後の額

33万円以下

33万円＋被保険者数×24万5千円以下

33万円＋被保険者数×45万円以下

8.5割

9割

5割

2割

同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額

33万円以下であって被保険者全員の年金収入が80万円以下
（その他各種所得がない）

【注1】 世帯は4月1日（年度途中に資格取得された方は資格取得日）時点での状況で判定されます。
【注2】 前年12月末日の年齢が65歳以上の方の年金所得は、通常の公的年金控除以外に15万円
　　　を控除します。
【注3】 事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の
　　　特別控除は適用されません。
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一部負担金の割合の変更（基準収入額適用申請）について

●申請により負担割合が変更される場合があります。

災害に遭われた場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な方（おおむね生活保護基準に準じる程度の場
合）は、申請を行っていただくことにより、保険料の減免や徴収猶予の措置を受けることができる場合があります。

●保険料の減免、徴収猶予

住民税課税所得（課税標準）額等が145万円以上の被保険者およびその方と同一世帯の被保険者は、自己負担割合
が3割になりますが、次の条件に該当する被保険者の方は、申請により負担が1割になります。（7月末までに申請
された方は8月から、8月以降に申請された方は申請月の翌月から負担割合が変更）

●同一世帯に後期高齢者医療被保険者が二人以上いる場合（被保険者の収入額合計）･･･520万円未満

●同一世帯に後期高齢者医療被保険者が一人の場合（被保険者の収入額）･･･383万円未満
※ただし、被保険者の収入額が383万円を超える場合であっても、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場
　合は、被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の収入額が520万円未満

保険料の徴収方法は、原則として特別徴収（年金から
の天引き）となります。ただし、年金の受給額が年額
18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険
料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金の1回あ
たりの支給額の2分の1を超える場合は、納付書や口
座振替などで納付していただく普通徴収となります。

※複数の年金を受給されている場合、受給額の多少に
　関わらず、国民年金・厚生年金・共済年金の順番で
　優先順位の高い1種類の年金から天引きの可否を
　判断します。

●保険料の徴収

◆特別徴収となる方は、保険料額決定通知書と同時に、10月以降の年金支給月ごとの天引き額を通知します。

【後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった方に対する軽減】
被保険者均等割額が９割軽減し、所得割は賦課しません。
該当の方には軽減措置を行った後の保険料額を通知しますが、被用者保険
の被扶養者であった方で軽減措置が行われていない場合は、役場住民課に
お知らせください。

※被用者保険とは
　協会けんぽ、企業の健康保険組合によ
る健康保険、船員保険、公務員の共済組
合などのことをいい、市町国民健康保険
および国民健康保険組合は含まれませ
ん。

特別徴収額の算定方法

特別徴収の徴収月
第1期
4月

第2期
6月

第3期
8月

第4期
10月

第5期
12月

第6期
2月

◆納付方法を年金天引きから口座振替へ変更できます。
口座振替への変更をご希望の方は申請が必要です。
なお、申請の時期により、口座振替への変更時期が異なります。

◆普通徴収となる方は、保険料額決定通知書および納付書を送付します。
普通徴収の納期
第1期
7月

第2期
8月

第3期
9月

第4期
10月

第5期
11月

第6期
12月

第7期
1月

第8期
2月

第9期
3月

仮徴収 第1期～第3期
前年度第6期徴収額と同額

本徴収 第4期～第6期の徴収額
＝ 年間保険料額 － 第1期～第3期の徴収額

7月
年間保険料額決定



6広報きそさき　2014.6.1

●問合せ先　•三重県後期高齢者医療広域連合事業課
　　　　　　　　被保険者証・保険料・一部負担金関係　　☎059-221-6883
　　　　　　　　健康診査・医療費通知関係・療養費関係　☎059-221-6884
　　　　　　•役場　住民課　☎68-6103

はり・きゅうの施術の申請について
　『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の
一部を後期高齢者医療広域連合に請求し支払を受けるた
めに必要な書類です。内容を確認したうえで、必ず署名・
押印してください。
　神経痛、リウマチなどの傷病で、医師による適当な治
療手段がなく、医師がはり・きゅうの施術について同意
してることが必要で、医療機関で治療を受けながらの施
術は認められません。

あん摩・マッサージの施術の申請について
　『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の
一部を後期高齢者医療広域連合に請求し支払を受けるた
めに必要な書類です。内容を確認したうえで、必ず署名・
押印してください。
　筋麻痺・関節拘縮などの症状が認められ、治療上あん
摩・マッサージが必要だと医師が同意している場合に限
ります。

柔道整復（整骨・接骨）の施術の申請について
　健康保険は治療を目的としたものであり、医師や柔道
整復師に、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲
および捻挫など（いわゆる肉ばなれを含む。）と診断また
は判断され、施術を受けたとき（骨折および脱臼につい
ては、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師に同
意を得ることが必要です。）は、健康保険などの対象とな
りますが、疲労性・慢性的な要因からくる単なる肩こり
や筋肉疲労など、健康保険などの対象にならない場合も
ありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょ
う。
　『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の
一部を後期高齢者医療広域連合に請求し支払を受けるた
めに必要な書類です。内容を確認したうえで、必ず署名
してください。
　施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられま
すので、医師の診察を受けましょう。

後期高齢者健康診査について
　6月下旬から受診券などを後期高齢者医療広域連合から順次送付します。

●目　　的
　健康管理と生活習慣病の早期発見を目的としています。
●対  象  者
　8月31日までに後期高齢者医療被保険者となられる
　方
●送付スケジュール
　4月末時点の被保険者 ⇒ 6月下旬発送
　5月～ 7月中に被保険者となられる方
 ⇒ 8月下旬発送
　8月中に被保険者となられる方 ⇒ ９月下旬発送
●受診期間
　7月から11月末までの間

●受診場所
　病院・診療所など
●受診方法
　受診券などをご覧ください。
●自己負担額
　住民税課税世帯の方　　500円
　住民税非課税世帯の方　200円
※なお、今年度より受診された方には自己負担額を助成
　します。
　受診後、医療機関の領収書、被保険者証、印鑑、振込先
　口座のわかるものを持参のうえ、役場住民課へ申請し
　てください。

後期高齢者医療費通知について
　平成27年3月下旬に医療費通知を後期高齢者医療広域連合から送付します。

●目　　的
　実際にかかった医療費の総額（10割）をお知らせし、
　ご自身で内容を確認していただくことにより、医療と
　健康に対する意識の向上と、今後の健康管理にお役立
　ていただくことを目的としています。
●対  象  者
　平成26年1月1日から平成26年12月31日の間に
　療養を受けられた方

●不要な方
　医療費通知を不要とされる方は、平成27年1月31日
　までに下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
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育委員会だより教育委員会だより教

木曽岬町の地物をいかした給食の献立について

～第13回木曽岬町サッカー大会～　参加者募集

　木曽岬町給食センターでは、木曽岬町産や三重県産
の食材を使って「地物一番の日」として給食を提供し
ています。（変更になる場合があります）

●6月12日（木） ミニトマト
●6月13日（金） なす（なすとたまねぎのお味噌汁）
 焼きのり

　６月には、たくさんの夏野菜が献立の食材となりま
す。学校や家庭で「大きくなあれ」と毎日水をやり、
実がなるのを楽しみにしていると、野菜が苦手だった
子もおいしそうに食べることがあります。野菜に含ま
れるたっぷりのビタミンをたくさん食べて暑い夏に備
えましょう。
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言
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　家庭や地域で、朝、顔をあわせた時は「おはよう」、いっしょに朝食を
いただく時は「いただきます」、出かける時は「いってきます」「いってら
っしゃい」とお互いにやさしく声をかけあうことは、大切なことです。
　子どもたちは、そのやさしい声を思い出すことで、学校・家庭・地域
でイライラしないで、大きな声で泣かないで友だちとなかよく元気に遊
び、学び、そして一日おだやかに過ごすのだと思います。
　わたしたち大人は、そのことを願いながら、帰りを待ってあげたいも
のだと考えます。
　子どもたちが、温かく見守られていると感じ、一日をおだやかに過ご
せるよう、町民のみなさんで温かい声かけや見守りを続けていきましょ
う。

　木曽岬町サッカー大会実行委員会では、「木曽岬町サッカー大会」を開催します。
サッカー好きの仲間同士などのチームでふるってご参加ください。

●日　　　時／ 7月6日（日）午前9時試合開始
　　　　　　　※集　合／午前8時20分
　　　　　　　　開会式／午前8時30分
●場　　　所／木曽川グラウンド
●主　　　催／木曽岬町サッカー大会実行委員会
●後　　　援／木曽岬町教育委員会
●申込締切日／ 6月24日（火）午後5時までに登録
　　　　　　　用紙に必要事項を記入し、大会主催
　　　　　　　者もしくは町教育委員会まで提出く
　　　　　　　ださい。

●参　加　費／ 1チーム1,000円（保険代含む）
　　　　　　　※中学生チームは参加費免除
●参 加 資 格／中学生以上で1チームに木曽岬町在
　　　　　　　住の方が8名以上いること。
●そ　の　他／試合時間やその他詳細については、
　　　　　　　実行委員会代表に直接問合せくださ
　　　　　　　い。
●問 合 せ 先／木曽岬町サッカー大会実行委員会代表
　　　　　　　伊藤　勇　☎090-3562-1716
　　　　　　　もしくは、教育委員会　☎68-1617

次回は岡村さんにお願いをする予定です。

木下　通子
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育委員会だより教育委員会だより教

木曽岬町　学力向上の取組について
　広報きそさき4月号では木曽岬町学校教育基本方針（平成25～ 27年度）における（き）基礎学力の定着、
活用力の育成について紹介しました。今回は、「徳」育の（そ）自他を尊重し、かかわり合う豊かな人間性の
育成の取組を紹介します。

　豊かな人間性は、学校（園）・家庭・地域における様々な場面において育まれるものであると考えます。学
校における集団生活の中で、仲間に自分の思いを伝えることや相手の思いを知ることは、自分を見つめ直し
たり相手を思いやったりすることにつながります。たくさんの仲間との触れ合いを通じて、子どもたちの人間性
は大きく成長すると考えられます。
　また、地域で出会う人 と々交流したり、異なった文化や習慣を受け入れたりして、人々が協力してよい社会
をつくっていこうという感性も人間性を育む上では大切なことです。そのために学校（園）では、行事を効果的
に行うことで、さらなる人間性の育成をめざしています。学校（園）で行っている行事について紹介します。

木曽岬町
学校教育
基本方針

（そ）自他を尊重（そんちょう）し、
かかわり合う豊かな人間性の育成

●体験活動の充実
■幼稚園・保育園 いも掘り（老人クラブ）
 餅つき体験（老人クラブ）
■小学校　野外体験活動〈木祖村〉（5年生）　修学旅行（6年生）
　　　　　消化器使用体験・車イス体験・救急法講習会などの体験活動
■中学校　宿泊学習（1年生）　職場体験学習（2年生）　修学旅行（3年生）
　　　　　木曽中フェスティバルにおける文化講座
　　　　　保育実習（家庭科　3年生）　着物の着方教室（家庭科　2年生）
　　　　　和楽器（琴）教室（音楽科　1・2年生）

●郷土教育の推進
■幼稚園・保育園 木曽岬音頭・小唄を習っています。
■小学校　米づくり体験（5年生）・トマトハウス見学を通して、農業体験を行っ
　　　　　ています。
　　　　　木曽岬音頭・小唄を学習しています。（2年生）
　　　　　3・4年生社会科において、副読本「わたしたちの町 木曽岬」を活用
　　　　　し、地域学習をすすめています。
■中学校　世界環境デーの期間に合わせて、桜堤防の清掃活動を行っています。
　　　　　3年生技術科において、農業実習を行っています。

●国際理解教育の推進
■ALT（外国語指導助手）を幼稚園から配置し、幼児期から国際的な感覚を養い、
　グローバルな広い視野をもつことができるようにしています。
　また、小学校外国語活動や中学校英語科において、担任・教科担任とT.T.（チ
　ーム・ティーチング）を活用し、英語の授業をすすめ、よりネイティブな発音
　に親しめるようにしています。
■インターナショナルデーを実施し、様々な国の文化や習慣に慣れ親しむ取り
　組みを行っています。 インターナショナルデー（小学校）

桜堤防の清掃活動（中学校）

老人クラブとのいも掘り体験（幼稚園）
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育委員会だより教育委員会だより教

子どもの日の集いが行われました

　5月2日（金）に南部ならびに中部幼稚園・保育園に
おいて、毎年恒例となっている「子どもの日の集い」
が行われました。4月に入園した園児たちにとっては、
入園式以来の大きな行事でした。
　この行事に向けて、園児たちは絵の具・クレヨン・
カラービニールなどを使い、思い思いのアイデアで「こ
いのぼり製作」を行いました。

　出来上がったこいのぼりが園庭のポールに取り付け
られると、自分の「こいのぼり」を探して楽しむ姿が
見られました。そして、風に乗って大きく泳ぐこいの
ぼりを見て、園児たちから歓声があがりました。
　当日は、加藤町長が来園され、一緒に「こいのぼり」
の歌を歌ったり、お菓子をプレゼントしていただいた
りするなど楽しい集いとなりました。

『平成27年度使用小学校教科用図書』の展示のお知らせ
　平成25年度に文部科学省が検定を行った『平成
27年度使用小学校教科用図書』の展示を行ってい
ます。
　展示用の小学校教科用図書をご覧いただき、ご意
見・ご感想などをお聞かせください。

●展示会場／北部公民館
●展示期間および時間
　5月30日（金）～ 6月26日（木）
　午前9時～午後4時
　※月曜日は除く。（北部公民館が休館日のため）

【
中
部
幼
稚
園・保
育
園
】

【
南
部
幼
稚
園・保
育
園
】

お菓子だ！
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の
し
そ
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お
よ
い
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る
ね
〜
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10月から新たに開始になる

予防接種（水痘ワクチン・成人用肺炎球菌ワクチン）についてお知らせします！

9月末日まで、木曽岬町単独で、
高齢者肺炎球菌予防接種を継続しています！

木曽岬町単独で、
大人の風しんの予防接種も継続しています！

こんに ちは保健師です
◆保健師／☎68-6104・☎68-6119

●対象年齢　生後12か月から36か月
●接種方法　合計2回接種。3か月以上間隔あけます。
●標準的な接種期間
　•生後12か月から15か月に至るまでに初回接種。
　•追加接種は、初回接種終了後6か月から12か月に１回。
●経過措置　生後36か月から生後60か月を対象とし、1回
　　　　　　注射します。（ただし平成26年度かぎり）
●そ  の  他　•既に水痘に罹患したことがある者は、対象
　　　　　　　外になります。
　　　　　　•任意接種として既に水痘ワクチンの接種を
　　　　　　　受けたことがある方は、既に接種した回数
　　　　　　　分の接種を受けた方とみなします。
　　　　　　　（経過措置対象者も同様です。）

水痘ワクチン
●接種対象者
　①65歳の方
　②60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓もしく
　　は呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫
　　の機能に障害を有する方
●接種方法　肺炎球菌ワクチンを1回注射する。
●経過措置　•平成26年度から平成30年度までの間は、　
　　　　　　　当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
　　　　　　　90歳、95歳、100歳となる方。
　　　　　　•平成26年度は、平成25年度の末日に100歳
　　　　　　　以上の方。
●そ  の  他　•既に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたこと
　　　　　　　がある者は対象外とする。
　　　　　　•自己負担金については、今後検討されます。

成人用肺炎球菌ワクチン

　全国的に風しん患者の報告が増え、これまでにない流行をしてい
ます。妊娠中、特に妊娠20週までに妊婦が風しんにかかると、耳が
聞こえにくい、生まれつき心臓に病気がある、目が見えにくい、発達
がゆっくりしているなどの障がい（先天性風しん症候群）のある赤ちゃ
んが生まれる可能性があり、風疹の流行に伴い報告が増えています。
　特に、風しん報告される方は20～ 40代の男性が多く、この20～
40代の男女ともに他の年代に比べ免疫を持っていない方が多い年
代です。予防接種を検討し、風しんを予防しましょう。

●対　　象　木曽岬町に住所を有する方で、
　　　　　　　今後妊娠の可能性のある女性と夫
　　　　　　　現在妊娠中の女性の夫と同居する家族

●助成金額　1人につき接種実費について上限10,000円。
　　　　　　1回のみ。
　　　　　　（10,000円を超える額については自己負担となります）
●申請方法　接種前に、木曽岬町保健センターで申請書（印鑑
　　　　　　が必要）を提出。予診票を配布します。
　　　　　　予診票を持参し、医療機関で接種してください。
●注意事項
※妊娠中は接種できません。女性は、ワクチン接種後2か月間
　は避妊する必要があります。
　接種については、任意接種となります。接種前に予防接種の
　説明を聞き、理解したうえで接種してください。
　接種後に健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療
　機器総合機構法に基づく副作用救済の対象となります。

※上記予防接種の詳しいお知らせは、近くなりましたら、広報または個別通知します。まだ、変更点がでる可能性があります。

高齢者肺炎球菌予防接種の費用の
一部助成について

～生まれてくる赤ちゃんのために～

※ただし、風しんにかかったことが明らかな方、風しんの予防接種を
　接種している方、並びに妊娠中の女性および妊娠している可能性
　のある女性は除きます。

●対  象  者　木曽岬町に住所を有する満65歳以上
　　　　　　の方、かつ、5年以内に肺炎球菌ワク
　　　　　　チンを接種していない方
●助成期間　4月1日～9月30日
●助成金額　3,000円
●助成回数　生涯1回
●申請方法　接種前に申請が必要です。
　　　　　　印鑑を持参の上、木曽岬町保健センタ
　　　　　　ーにて手続きしてください。
●助成方法　申請手続き後、補助券を発行します。
　　　　　　補助券を持参し、医療機関にて3,000
　　　　　　円差し引いた額をお支払いください。
　　　　　　※医療機関により自己負担額は異なり
　　　　　　　ます。
●問合せ先　木曽岬町保健センター（☎68-6119）

••

役 場福祉・教育
セ ン タ ー

保 健
センター

予防接種問合せ先
木曽岬町保健センター

☎68－6119
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救急医療情報

☎0594-23-1199

桑
名
市

  

体
育
館

桑
名

市
役
所

国
道
１
号

応急診療所
ふれあいプラザ
（旧保健センター）内

◆地域救急医療情報センター

診察可能な病院を24時間体制で案内します。
医療機関の案内を受けたら診察の可否を病院へ確認して
受診してください。

☎0594-21-9916
◆桑名市応急診療所（桑名市ふれあいプラザ内）

●診療科目／内科・小児科
●診  療  日／土曜・日曜・祝日
●診療時間／午前9:30 ～ 12:00
　　　　　　午後1:00 ～ 4:00
●土曜の夜間／午後8:00 ～ 10:00
※8月1日より平日夜間診療は休止しています。

土・日・祝日を除く午前8:30～午後5:00

子育て相談
専用電話

☎68-6119へ（6のハロー119番）
子育てに関する相談は

がん検診を
受けられた方へ

　今回の検診結果に、「要精検」の
文字があった方は、医療機関で必ず、
早めに精密検査を受けてください。

教 室 ・ 相 談

カウンセリング （予約制）
■日　　程／６月12日㈭、7月3日㈭
■場　　所／保健センター
■内　　容／ことばや発達の支援、
　　　　　　カウンセリング
※ご希望の方は、保健師までご連絡くださ
　い。

すくすくひろば
■日　　時／６月12日㈭、7月10日㈭
　　　　　　午前10時30分～ 11時30分
■集合時間／午前10時～ 10時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／ 1歳6ヶ月から（全8回）
■持  ち  物／出席カード（2回目から）

のびのび指導室
■日　　時／６月27日㈮
　　　　　　午前9時30分～ 10時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／平成26年2・3月生の乳児
■持  ち  物／問診票、母子健康手帳、
　　　　　　予防接種予診票（3ヶ月児以
　　　　　　上、BCG未接種児）

育児相談 （予約制）
■日　　時／６月27日㈮
　　　　　　午前10時30分～ 11時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／乳幼児と保護者
■持  ち  物／母子健康手帳
■内　　容／身体計測、個別相談
※ご希望の方は、保健師までご連絡くださ
　い。

6月前半の行事日程
■6月5日㈭ 1歳半・3歳児健診
 集団フッ素塗布
 （ウサギグループ）
 カウンセリング
■6月9日㈪ 音楽療法

※詳細は前月号または、町行事・健康カレ
　ンダーをご覧ください。

保健衛生のコーナー
◆福祉健康課・保健センター／☎68-6104

お忘れのないように

6月個別予防接種

子育てサロン
●利用できる日
　月曜日の午前・午後
　火曜日～金曜日の午前

6月6日㈮・13日㈮・16日㈪の午後
土・日曜日および祝日

6月の子育てサロンのお休み ●月曜日～金曜日
　午前9時～午後3時45分
※祝日はお休み

女性の悩み相談
北勢福祉事務所の女性相談員による
電話相談・面接相談（無料）です。

☎059-352-0557

MR（麻しん・風しん）
■対　象／１期　12～ 24ヶ月までに
　　　　　２期　５歳～ 7歳未満で就学前
　　　　　　　　の1年間に

ヒブ／小児用肺炎球菌
■対　象／生後2ヶ月～

四種混合／三種混合／不活化ポリオ
■対　象／生後3ヶ月～

日本脳炎
■対　象／ 3歳～

BCG
■対　象／生後5ヶ月～ 8ヶ月までに

二種混合
■対　象／２期　11歳～ 12歳　小学6年生

子宮頸がん予防ワクチン
■対　象／中学校1年生

※現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種に
　ついては、積極的いはお勧めしていませ
　ん。
※問合せ先：保健センター（☎68-6119）

大腸・胃がん検診
■日　　時／７月1日㈫
　　　　　　午前8時30分～ 10時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／検診申込書にて、申し込みを
　　　　　　されている方
※対象者の方へは、保健センターよりご案
　内します。

子宮がん検診
■日　　時／７月1日㈫
　　　　　　午後1時30分～ 2時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／検診申込書にて、申し込みを
　　　　　　されている方
※対象者の方へは、保健センターよりご案
　内します。

大腸・乳がん検診
■日　　時／７月1日㈫
　　　　　　午前10時～ 11時
　　　　　　午後1時30分～ 3時
■場　　所／保健センター
■対　　象／検診申込書にて、申し込みを
　　　　　　されている方
※対象者の方へは、保健センターよりご案
　内します。

検 診

休日乳がん・子宮がん検診
■日　　時／６月15日㈰
　　　　　　午前9時～ 11時
■場　　所／保健センター
■対　　象／検診申込書にて、申し込みを
　　　　　　されている方
※申し込みをされた方へは、事前に問診票
　を郵送しています。

休日胃がん検診、
休日肺がん・大腸がん検診
■日　　時／６月15日㈰
　　　　　　午前8時30分～ 10時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／検診申込書にて、申し込みを
　　　　　　されている方
※申し込みをされた方へは、事前に問診票
　を郵送しています。
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中部国際空港よりお知らせ

●電話／0569－38－7860（直通）（午前9時～午後6時）
●ＦＡＸ／0569－38－7859
※時間外は留守番電話にて対応します。

航空機騒音については
航空機騒音・テレビ電波障害相談室をご利用ください。

※ごみ減量にご協力をお願いします。（資源ごみ、廃品回収をご利用ください。）
※生ごみなど水分の多いものは、水切りを十分に行ってください。
※プラスチック製容器包装は分別して専用のごみ袋に入れてください。

新加路戸・上加路戸・中加路
戸・大新田・外平喜・近江島・
西対海地・田代・脇付・雁ヶ地・
福崎・上見入・東見入・下見入・
辰高・上和泉・下和泉・中和泉・
小和泉・小林・栄・中栄・第
２栄

富田子・新富田子・東富田子・
豊崎・川先・藤里台・西白鷺川・
白鷺・源緑・下藤里・上藤里・
松永・南栄・かおるヶ丘・な
ぎさ台

Ａ 地 区

対象地区

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

資源ごみ

プラスチック製
容器包装

Ｂ 地 区

毎週月・木曜日
  2日・  5日・  9日・12日・16日
19日・23日・26日・30日

毎週火・金曜日
  3日・  6日・10日・13日・17日
20日・24日・27日

毎月第１・第３水曜日
4日・18日

毎月第２水曜日
11日

毎月第４水曜日
25日

毎週水曜日
4日・11日・18日・25日

家庭ごみ収集におけるお願い

毎月第４日曜日 22日

北部公
民館

北部公
民館

図書室だより図書室だより
北部公民館では、季節のミニコーナーを設置しています。
今月は下記のとおりですので皆さまどうぞご利用ください。

主な図書 水に関する本

『冷たい水と、砂の記憶』
谷村志穂

『水の未来』
フレッド・ピアス

『水の柩』
道尾秀介

『東京アクアリウム』
小池真理子

『生でおいしい水道水』
中本信忠

『67億人の水』
橋本淳司

主な
児童図書 かえるのえほん

※収集日程については行事・健康カレンダーをご確認ください。

家庭ごみ、資源ごみ収集日程

月のお知らせ等6

『かえるさんのおいけ』
なかのひろたか

『すごいぞ　かえるくん』
マックス・ベルジュイス

『がまの油』
長谷川義史

『かんがえる　カエルくん』
いわむらかずお

『ケロリがケロリ』
いとうひろし

『カエルもヒキガエルもうたえる』
アーノルド・ローベル

教育関連施設開館日の
お知らせ

町 体育館 体育館シューズを持参の上、お越しください。

◎一般開放日
卓球、バドミントンなど、道具の貸し出しを行っています。
自由に使用できます。

  8日（日）　午前9時～午後4時
22日（日）　午前9時～正午

文 化資料館
◎開館日
毎週日曜日
午前9時～午後4時

北 部公民館
◎開館日
火～日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

◎軽スポーツ教室
スポーツ推進委員による軽スポーツ教室を行います。
インディアカやドッジボール、卓球などを実施していますので
ぜひ体育館へお越しください。
22日（日）　午後1時～ 4時
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●町のホームページ
　http://www.town.kisosaki.lg.jp/

人　口 6,538人　（前月比＋13）

世帯数 2,294世帯（前月比＋3）

3,326人　（前月比＋2）男
3,212人　（前月比＋11）女

木曽岬町の人口と世帯数 5月15日現在
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主 な 行 事 備 考場 所 時 間
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7月カレンダー

月カレンダー6

住 民 課 68-6103

総務政策課
危機管理課

68-6100
68-6101

産業建設課 68-6105
68-6106

税 務 課 68-6102

福祉健康課 68-6104
議会事務局 68-6108
出 納 室 68-6107

教育委員会 68-1617

平日夜間午後5：15～翌日午前8：30／土・日・祝日・年末年始
夜間・休日電話 68-8111

収納・証明業務役場　住民課・税務課 午後8時まで•延長役場

役場　住民課・税務課 午前8時30分～午後5時•日曜役場 収納・証明業務

役場　住民課・税務課 午前8時30分～午後5時•日曜役場 収納・証明業務

それぞれ町カレンダーを
ご確認ください

町内全域•町内一斉清掃

議場 午前9時～•第2回定例会（初日）予定

福祉教育センター
保健センター

保健センター

午前8時30分～11時•休日がん検診（大腸・肺・胃・乳・子宮）

•乳がん・子宮がん・大腸がん・胃がん検診

議場 午前9時～•第2回定例会（一般質問日）予定

議場 午前9時～•第2回定例会（最終日）予定

6月の納付
●住民税（6/30納期限） ………………第１期分
●軽自動車税（6/2納期限） ………………全期分
●国民健康保険料（6/2納期限） ………第１期分
●介護保険料（6/2納期限） ……………第１期分
●水道料金・下水道使用料（6/30納期限） …Ａ地区
●幼稚園授業料（6/16納期限） …………６月分
●保育園保育料（6/27納期限） …………６月分
口座振替の方は振替不能とならないよう通帳の残高を
お確かめください。

納付を
お忘れなく

！




